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Informati　n 町からのお知らせ

花とレンガのまち 
野木町の人・花・風景 作品展作品募集

　役場本館や新館連絡通路を町民の皆さんの作品

展示スペースとして、定期的に作品を展示しています。

【テーマ】「花とレンガのまち・野木」

（町内の風景・人・祭りおよび花や煉瓦窯等に関   

 連するもの）

【種類・サイズ】

①絵画…１０号（５３ｃｍ×４５ｃｍ）以下

（額装、吊下げ紐装着、ガラス不可、アクリル可）

②写真…四つ切から半切

（単写真のみ、インクジェット不可、吊下げ可能 

 状態での出品）

※①・②とも５kg超の場合要相談

【展示期間】６か月程度（１期間１人１作）

【展示場所】役場本館・新館フロア他（場所指定不可）

【募集期間】９月１２日（月）～３０日（金）※土日祝日を除く

　　　　　８時３０分～１７時１５分

【出品手続】政策課へ作品を持参し、申込書に記入

※詳細はお問合せください。

問政策課　撒（５７）４２１６

農業経営支援事業費補助金

　コロナ禍における原油価格および肥料、 資材等価

格の高騰により、 農業経営に大きく影響を受ける農業

者の経営の安定化を支援します。

対①～③を全て満たし④～⑦のいずれかに該当する者

①町内に住所を有する農業者または町内に事務所

　を有する法人

②引き継ぎ農業を継続する意思を有する者

③町税等の滞納がない者

④認定農業者（７月３１日現在）個人１０万円 法人２０万円

⑤認定新規就農者（７月３１日現在）個人１０万円

⑥施設園芸農家（令和４年度に冷暖房設備を有す

　るハウス等により農産物の生産と販売を行って

　いる者）１０万円

⑦令和４年度水田活用直接支払交付金対象者（集

　落営農組合組合員を含む）５万円

※補助金の交付は、１経営体につき上記④～⑦の

　いずれか１つのみ、かつ１回限り。

申１２月２８日（水）まで

　補助金交付申請書兼請求書を産業振興課へ申請

　してください。町が認定している④、⑤および

　町で把握している⑥、⑦の方へは申請書等を９

　月中旬頃直接送付します。それ以外で該当する

　方は産業振興課までお越しください。

問産業振興課　撒（５７）４１５１

原油価格・物価高騰対応運送事業
者経営支援金

　コロナ禍における原油価格や物価の高騰による

経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして

重要な道路運送事業者の事業継続を支援します。

対町内で事業を営む中小企業、個人事業主のうち、

　次に掲げるいずれかの事業を行う事業者

※町内の事業所等で所有し、要件を満たす車両 

　（リース含む。）が対象となります。

①貨物自動車運送事業（トラック運送等）

②一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス等）

③一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー等）

④自動車運転代行業

【交付額】

　準中型自動車（道交法）以上 １台：３万円

　普通自動車※軽含む（道交法） １台：１万５千円

※１事業者最大３０万円

※詳細は、町ホームページまたは産業振興課まで

　お問合せください。

問産業振興課　撒（５７）４２３８

入札参加資格審査申請の共同受付
がはじまります

　２年に１度受付をしている入札参加資格審査申

請（工事、測量コンサル）について、令和５・６年

度入札参加資格審査申請より栃木県と県内市町と

共同で申請を受け付ける共同入札制度を導入しま

す。

　今まで県内の複数の市町へ申請を行っていた方

は、今回から栃木県電子申請システムにて申請し、

書類を郵送することで、栃木県と共同受付実施市

町へ同時に入札参加資格審査申請をすることがで

きます。

　詳細は町ホームページをご覧ください。

※今まで野木町の本受付は１月頃に行ってい 

　ましたが、今回から共同受付の実施に伴い、 

　１０月に受付を行いますのでご注意ください。

※物品、役務の申請は前回同様に書面での受付と

　なります。

問政策課　撒（５７）４１１７


